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事業数 a b c d e 事業数 a b c d e

1
男女共同参画に関する
意識啓発事業の推進

3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0

2 情報提供の推進 6 4 2 0 0 0 6 3 3 0 0 0

1
男女共同参画の視点に
立った学校教育の推進

4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0

2
男女共同参画の視点に
立った生涯学習の推進

7 5 2 0 0 0 7 5 1 1 0 0

③あらゆる暴力
の根絶

1
暴力の根絶に向けた広
報・啓発活動の推進と
被害者への支援

5 5 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0

1
ワーク・ライフ・バラ
ンスの実現に向けた支
援

3 1 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0

2
総合的な子育て支援の
充実

11 10 1 0 0 0 11 10 1 0 0 0

3 保育サービス充実 7 6 1 0 0 0 7 5 1 1 0 0

②働く場におけ
る男女平等の実
現

1
男女共同参画の視点か
らの就労環境の整備

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

③女性の活躍推進へ
の支援と政策・方針
決定過程への参画促
進

1 女性活躍の場の拡大 16 8 5 2 1 0 15 7 6 1 1 0

1
総合的な支援体制や相
談体制の充実

7 5 2 0 0 0 7 4 3 0 0 0

2
高齢者が安心して暮ら
せる環境の整備

4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0

3
障害児(者）が安心して
暮らせる環境の整備

10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0

4
子育て家庭への経済的
支援

4 3 1 0 0 0 4 3 1 0 0 0

5
援助が必要な家庭への
支援

4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0

1
健康づくりのための環
境の整備

5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0

2
高齢者の健康づくりへ
の支援

2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

3
妊娠・出産に関する健
康支援

5 4 1 0 0 0 5 4 1 0 0 0

4
母子の健康に関する支
援

10 10 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0

1
男女共同参画の視点に
立った防災体制の整備

4 3 1 0 0 0 4 3 1 0 0 0

2
子どもの安全を守る施
策の推進

3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0

合計 121 100 18 2 1 0 119 93 22 3 1 0

割合 100% 83% 15% 1% 1% 0% 100% 78% 19% 2% 1% 0%

基
本
目
標
Ⅲ

①安心して暮ら
せる福祉環境づ
くりへの支援

②生涯を通じた
男女の健康づく
りへの支援

③男女共同参画
の視点に立った
防災等の体制の
確立

環境の整備

～多様なライ
フスタイルを
可能とするた

めに～

暮らしの充実

～安心な生活
を確かなもの
とするために

～

下妻市第3次男女共同参画推進プラン進捗状況総括(平成30年度)

意識の改革

～互いを尊重
するために～

基
本
目
標
Ⅱ

①仕事と生活の
調和(ワーク・ラ
イフ・バランス)
の実現

基
本
目
標
Ⅰ

①男女共同参画
に関する意識を
広める活動の推
進

②男女共同参画
を推進するため
の教育・学習の
充実

平成29年度
基本目標 主要課題 施策の方向性

平成30年度

【評価基準】

a：計画通りに達成できた（80％以上）

b：ほぼ計画通りに達成できた（50～79％）

c：事業実施のための施策は整っているが、

利用実績がない

d：計画通りに進まなかった（1～49％）

e：計画には及ばなかった(実施していない）
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施策の方向性
事業名 評価 具体的施策、実績件数・費用等

1
男女共同参画関連事業の
実施

市民協働課

市民の男女共同参画に関する関
心を高め、啓発を図るために、
参加しやすい講座等を企画し、
実施します。

a

◆男女共同参画週間パネル展示

◆ファミリークッキング＆レクリエー
ションの開催(13組29人参加)

◆川柳・標語募集(518人参加)

◆フォトコンテスト(応募者13人,投票
522票)

◆男女共同参画月間事業（チラシ配布、
女性に対する暴力をなくす運動啓発等）

◆人権教育・男女共同参画講演会（520
人参加）

◆男女共同参画推進講演会(31人参加)

◆パパとクッキング(10組23人参加)

市民の男女共同参画に関す
る関心を高め、啓発を図る
ために、参加しやすい講座
等を企画し、実施します。

2
男女共同参画に関する情
報の提供と普及啓発

市民協働課

男女共同参画に関する理解を深
めていくことができるよう、広
報紙やお知らせ版、ホームペー
ジ等で情報を提供します。ま
た、国・県・他市町村が開催す
る各種セミナー等の情報を収集
し、参加を呼びかけ、男女共同
参画意識の啓発を図ります。

a

男女共同参画に関する情報を広く提供し
ました。
◆お知らせ版
・男女共同参画週間
・男女共同参画チャレンジ支援セミナー
・ワーク・ライフ・バランス
・ＡＶ出演強要・「JKビジネス」被害
防止月間
・薬物等による被害相談窓口案内
・男女共同参画に関する親子川柳標語展
示

◆広報しもつま
・男女共同参画月間（11月号）
・男女共同参画講演会、各種事業

◆ホームページ
国や県、市の男女共同参画各種事業の情
報を、ＨＰやＳＮＳを通じて発信

男女共同参画に関する理解
を深めていくことができる
よう、広報紙やお知らせ
版、ホームページ等で情報
を提供します。また、国・
県・他市町村が開催する各
種セミナー等の情報を収集
し、参加を呼びかけ、男女
共同参画意識の啓発を図り
ます。

3
男女雇用機会均等法にか
かる諸施策の普及

商工観光課

国及び関係機関から、男女雇用
機会均等法にかかる制度・施策
における広報依頼があった際
は、お知らせ版へ掲載します。

a

◆労働法令の改正などについての情報を
お知らせ版を通じて掲載し、広報活動を
行いました。

◆労働施策に関連するポスターの掲示を
行い、啓発に努めました。

労働法令の改正などについ
ての情報を広報紙に掲載
し、またポスター掲示を行
い啓発に努めます。

Ｒ１
新規

性的マイノリティに関す
る情報提供と普及啓発

市民協働課
福祉課

関係各課

性的マイノリティへの不当
な差別解消に向けて、県が
行う相談支援・差別禁止等
各種施策に協力するととも
に、正しい情報の普及啓発
に努めます。

秘書課

市民の生活に必要な情報等の見
やすい掲載方法を常に検証・研
究するとともに、市民から寄せ
られた情報等を積極的に紹介
し、親しみの持てる広報紙づく
りに努めます。
また、動画でのPRやフェイス
ブックなどのSNSを活用し、分
かりやすくタイムリーに情報提
供ができる体制づくりを進めま
す。
四半期ごとの「イベント情報」
を市ホームページ、ツイッ
ター、フェイスブック、お知ら
せ版で提供していきます。

a

◆庁内広報連絡委員会で情報収集や意見
交換を行い、市民の生活に必要な情報の
掲載と見やすい広報紙づくりに努めまし
た。
（発行回数：広報紙12回発行・お知ら
せ版24回発行、広報連絡委員会12回開
催）

◆動画でわかりやすく市をPRするた
め、市PRビデオ短編版を市ホームペー
ジやYoutubeへ掲載し、市の観光など
をアピールしました。

◆市公式フェイスブック「いやどうも下
妻」により、市民や下妻に愛着のある方
を市民投稿者に認定し、市職員と一緒に
市民協働で運営しました。

市民の生活に必要な情報等
の見やすい掲載方法を常に
検証・研究するとともに、
市民から寄せられた情報等
を積極的に紹介し、親しみ
の持てる広報紙づくりに努
めます。
また、動画でのPRやフェイ
スブックなどのSNSを活用
し、分かりやすくタイム
リーに情報提供ができる体
制づくりを進めます。
四半期ごとの「イベント情
報」を市ホームページ、ツ
イッター、フェイスブッ
ク、お知らせ版で提供して
いきます。

基本目標Ⅰ　意識の改革～互いを尊重するために～

情報提供の推進

4
広報紙やSNSを活用した
情報提供

①男女共同参画に関する意識を広める活動の推進
男女共同参画に関する意識啓発事業の推進

平成３０年度「第3次下妻市男女共同参画推進プラン」の進捗状況

№ 担当課 H30年度事業内容
評価及び取組の実績

令和元年度の事業予定
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施策の方向性
事業名 評価 具体的施策、実績件数・費用等

平成３０年度「第3次下妻市男女共同参画推進プラン」の進捗状況

№ 担当課 H30年度事業内容
評価及び取組の実績

令和元年度の事業予定

市民協働課

男女平等・男女共同参画社会の
必要性の理解を深め、固定的な
性別役割分担意識や慣習などの
解消を図るため、特集記事や市
民から寄せられた意見・要望等
に対する回答を掲載するなど、
市民や事業所に対して、広報紙
やSNSを活用して情報の提供に
努めます。

a

◆広報紙やHPを通じて、男女平等・男
女共同参画社会の必要性について広報活
動を行いました。

◆11月の男女共同参画月間には、啓発
キャンペーンを実施しました。

◆男女共同参画の意識啓発を図るため、
料理教室や川柳標語、フォトコンテス
ト、講演会を開催しました。

男女平等・男女共同参画社
会の必要性の理解を深め、
固定的な性別役割分担意識
や慣習などの解消を図るた
め、特集記事や市民から寄
せられた意見・要望等に対
する回答を掲載するなど、
市民や事業所に対して、広
報紙やSNSを活用して情報
の提供に努めます。

5
市民活動団体登録制度の
周知と市民活動への参加
促進

市民協働課

市民活動を行っている団体の活
動の情報をホームページ等で公
開し、市民活動への参加促進を
行います。また、団体登録制度
を広く周知し、市民協働のまち
づくりを推進します。

a

◆市民団体登録制度を広く利用していた
だくため、ホームページを通じて案内し
ました。
・花と一万人の会
・特定非営利活動法人ゆいの会
・まちづくり市民グループ「しもつま３
高」

市民活動を行っている団体
の活動の情報をホームペー
ジ等で公開し、市民活動へ
の参加促進を行う。また、
団体登録制度を広く周知
し、市民協働のまちづくり
を推進します。

6
保健医療サービス等情報
提供の充実

保健センター

市のホームページや広報紙、
フェイスブックへの掲載、ポス
ターの掲示及びパンフレット、
リーフレット、チラシの配布等
により、保健医療サービスや保
健センター事業等の情報提供を
行います。

a

◆年間を通して休日当番医等の医療機関
案内や、季節、国・県などの動向を踏ま
えた情報発信など、ホームページや広報
誌、ポスター、チラシ等、様々な手法で
情報提供を実施しました。

市のホームページや広報
紙、フェイスブックへの掲
載、ポスターの掲示及びパ
ンフレット、リーフレッ
ト、チラシの配布等によ
り、保健医療サービスや保
健センター事業等の情報提
供を行います。

【企画課】
県及び県国際交流協会と連携
し、外国語版生活ハンドブック
の配布や外国人のための法律相
談などの情報提供を行います。
また、ハローワーク下妻（厚生
労働省）関連の日本語教室開催
など、市内における外国人の生
活向上にかかる活動を支援しま
す。

b

◆茨城県及び茨城県国際交流協会が外国
語で作成した「外国人のための生活ハン
ドブック」「メディカルハンドブック」
などの冊子を要望に応じて提供しまし
た。

◆ハローワーク下妻関連の日本語教室を
開催しました。
・レベル1…26人申込、15人受講完了

茨城県及び茨城県国際交流
協会が外国語で作成した
「外国人のための生活ハン
ドブック」などの冊子やパ
ンフレットを要望に応じて
提供します。

【保健センター】
市内に居住する外国人の利便性
と生活の向上を目的として、生
活に必要な情報を外国語で記載
したパンフレット等を作成し提
供します。

b

母子健康手帳や予防接種問診票など、外
国語対応が可能な物については購入や作
成のうえ対応しました。

◆外国語母子健康手帳購入
　　　　　16冊　　14,412円

外国人への情報発信、災害
時にもHP等の情報をタイム
リーに受け取ることができ
るよう、電子母子手帳を導
入しました。このことによ
り、10か国語の外国語に対
応できます。

8 人権教室の開催 福祉課

毎年、人権週間(12月4日～12
月10日)に合わせ、小学生に「い
じめのない楽しい学校生活を送
るためにはどうすればよいか」
について一緒に考えることによ
り、友達を差別して悲しませて
はいけないという人権思想の基
本的な考え方を理解してもらう
ことを目的として、市内小学校
で人権教室を開催します。

a

◆人権擁護委員が11～12月に、市内の
小学4年生（9小学校 381人）を対象に
人権教室を開催しました。

毎年、人権週間(12月4日～
12月10日)に合わせ、小学
生に「いじめのない楽しい
学校生活を送るためにはど
うすればよいか」について
一緒に考えることにより、
友達を差別して悲しませて
はいけないという人権思想
の基本的な考え方を理解し
てもらうことを目的とし
て、市内小学校で人権教室
を開催します。

9
性に対する正しい知識の
普及

保健センター

自分のからだに関心を持ち命の
大切さを知ること、他人を思い
やる心を育むこと、身体の発育
や性と生殖に関する知識や理解
を深めることを目的に市内各小
中学校で性教育を実施します。

a

◆依頼を受けた市内小学校3校（4年生
103人）、中学校2校（1年生188人、
保護者81人）に性教育を実施しまし
た。児童生徒の感想では、自分の体の変
化が理解できた、相手を思いやる大切さ
を感じた等、気づきや理解を促すことが
できました。

学校や保護者と連携し、自
分のからだに関心を持ち命
の大切さを知ること、他人
を思いやる心を育むこと、
身体の発育や性と生殖に関
する知識や理解を深めるこ
とを目的に市内各小中学校
で性教育を実施します。

7
外国人への情報提供と支
援

企画課

保健センター

関係各課

②男女共同参画を推進するための教育・学習の充実
男女共同参画の視点に立った学校教育の推進
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施策の方向性
事業名 評価 具体的施策、実績件数・費用等

平成３０年度「第3次下妻市男女共同参画推進プラン」の進捗状況

№ 担当課 H30年度事業内容
評価及び取組の実績

令和元年度の事業予定

10
児童・生徒対象の防犯教
育の実施

指導課

市内各小中学校で、安全教育の
一環として、学校行事や特別活
動の時間に「不審者対応防犯教
室・避難訓練」を実施します。

a

◆市内各小中学校ごとに「不審者対応防
犯教室・避難訓練」を実施しました。

◆小学校1年生に「下妻市キッズセーフ
ティマップ」を配布し、安全教育に活用
しました。

市内各小中学校で、安全教
育の一環として、学校行事
や特別活動の時間に「不審
者対応防犯教室・避難訓
練」を実施します。

11
スクールサポートセン
ター運営事業の実施

指導課

スクールサポートセンターに教
育相談員を配置し、児童生徒、
保護者、教職員に対する相談支
援体制の充実を図ります。

○教育支援センターの運営を通
して、通室児童生徒を支援しま
す。

○学校訪問、家庭訪問等を通し
て、児童生徒や保護者に教育相
談を行います。

○学校、家庭、関係諸機関と連
携を図りながら、学校不適応傾
向の見られる児童生徒の支援を
行います。

○電話による教育相談を行いま
す。

a

◆教育支援センターの運営を通して、通
室児童生徒を支援しました。

◆学校訪問、家庭訪問等を通して、児童
生徒や保護者に教育相談を行いました。

◆学校、家庭、関係諸機関と連携を図り
ながら、学校不適応傾向の見られる児童
生徒の支援を行いました。

◆電話による教育相談を行いました。

◆発達障害の傾向にある児童生徒と保護
者の支援を行いました。

◆相談件数 18,149件
              (平成30年度延べ件数)

スクールサポートセンター
に教育相談員を配置し、児
童生徒、保護者、教職員に
対する相談支援体制の充実
を図ります。

12
総合型地域スポーツクラ
ブの支援

生涯学習課

○住民を主体とした総合型地域
スポーツクラブが、性別や年
齢、障害の有無などに関係なく
多くの人々が生涯を通してス
ポーツに親しめる環境づくりを
行なえるよう適切な支援を行い
ます。

○クラブの活動を通し、子ども
の体力向上や高齢者の健康づく
りを推進するとともに、地域住
民の交流促進や青少年の健全育
成に努め、活力ある地域社会づ
くりに寄与することも目指しま
す。

b

◆新たなクラブ創設はありませんでした
が、既存のクラブの活動支援等を実施し
ました。また、クラブ育成に努めまし
た。
　
　参加延べ人数：1,307人

現在あるクラブの活動支援
と育成に努めるとともに、
新たなクラブ創設の支援を
行い、市民の生涯スポーツ
を推進していきます。

13 学校施設開放事業の実施 生涯学習課

市内小中学校の体育館及び校庭
を学校教育に支障のない範囲で
開放し、社会体育活動の場を提
供し、生涯スポーツの普及促進
を図ります。

a

◆市内14施設の学校施設（グラウンド
及び体育館）を開放し、安全にスポーツ
等を行える場所として生涯スポーツの場
を提供しました。
　
　利用延べ日数：2,426日
　　　　　　（14施設合計）
　利用延べ人数：47,362人
　　　　　　（14施設合計）

利用者の安全確保を最優先
に考え、施設の維持管理に
努め、安全にスポーツ等を
行える場所として学校施設
（グラウンド及び体育館）
を開放する予定です。

14 人権教育講演会の開催 生涯学習課

人権尊重の資質向上を目的とし
て、教育委員、社会教育委員、
公立幼稚園及び小中学校の教職
員、保護者並びに福祉団体、市
職員等を対象に人権教育講演会
を開催します。

a

◆人権問題を身近なものとして実感する
ことの大切さや、人権尊重に対する理解
を深めるために、人権教育・男女共同参
画講演会を開催しました。
　
　講師：藪本　雅子　氏
　演題：誰もが尊重される社会へ
　　　　～元女子アナからの報告～
　場所：下妻市民文化会館
　参加人数：520人

人権教育推進のために、市
民、市職員、市立小中学校
の教職員等を対象に人権教
育講演会を開催します。

男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進

4



施策の方向性
事業名 評価 具体的施策、実績件数・費用等

平成３０年度「第3次下妻市男女共同参画推進プラン」の進捗状況

№ 担当課 H30年度事業内容
評価及び取組の実績

令和元年度の事業予定

15
高齢者を対象とした生涯
学習の開催

公民館

生涯を通じて学び、生きがいを
持てるような講座を開催しま
す。

○市内公民館、市民センターで
高齢者学級の開催

○講話等により人権教育研修会
の開催

a

◆生涯を通じて学び、生きがいを持てる
ような高齢者教室を、市内公民館・市民
センターで年10回開催し、うち1回は人
権教育研修会を開催しました。
　
　人権教室
　全8教室　受講者158人

生涯を通じて学び、生きが
いを持てるような高齢者教
室を、市内公民館・市民セ
ンターで年9～10回開催
し、うち1回は人権教育研
修会を開催します。

16
情報通信技術（IT）講習
会の実施

公民館

情報が遮断されがちな高齢者や
家庭の主婦等の社会参加を支援
するため、パソコンを使用し、
メールやインターネットなどの
情報通信技術講習会を実施しま
す。

a

◆初心者・中級者向けの教室として、
ワード・エクセル・年賀状作成・イン
ターネット等が学べるよう、前期18
回、後期22回教室を開講しました。
　
　下妻公民館（前期・後期）受講者
　111人

新規の受講者があまりいな
いこと、パソコンのリース
が今年6月末で切れてしま
うこと、教室を行っている
下妻公民館が来年1月末で
閉館になることから、パソ
コン教室については、平成
30年度で終了しました。

Ｈ29
～

 生涯学習課

市民の生涯学習意識の高揚とま
ちづくりの振興を図るため、市
役所の各課の職員が身に付けた
専門知識を無料で研修会や学習
の場を提供します。

a
◆出前講座メニュー総数：61講座

◆年間総受講者数：1,905 人

市民への生涯学習の機会を
提供する方法の一つとし
て、「下妻市活き活き出前
講座」を実施します。市職
員が身につけた専門知識を
研修会や学習の場において
提供します。受講料は無料
です。

Ｈ29
～

市民協働課
男女共同参画を推進するため、
出前講座を開催します。

b
◆男女共同参画に関する出前講座の利用
について呼びかけましたが、利用はあり
ませんでした。

男女共同参画を推進するた
め、出前講座を開催しま
す。

17
ドメスティック・バイオ
レンス防止対策の推進

市民協働課

○配偶者等に対する暴力が犯罪
であることの社会的認識を徹底
するため、広報紙等を通して啓
発活動を行います。また、相談
窓口の周知に努めます。

○ＤＶ被害者の対応がスムーズ
にいくよう、関係部署との情報
共有・連携を密にし、早期対
応・細やかな支援に努めます。

a

◆11月の男女共同参画月間にちなんだ
キャンペーン時や2月の講演会時に、女
性に対する暴力の根絶に向けた啓発活動
（チラシ配布）を実施しました。

◆被害に遭われた方に向けた相談窓口案
内チラシを、市内公共機関に設置しまし
た。

◆若年層を対象とした性的な暴力の啓発
チラシを本庁舎や図書館に設置しまし
た。

・配偶者等に対する暴力が
犯罪であることの社会的認
識を徹底するため、広報紙
等を通して啓発活動を行い
ます。また、相談窓口の周
知に努めます。
・ＤＶ被害者の対応がス
ムーズにいくよう、関係部
署との情報共有・連携を密
にし、早期対応・細やかな
支援に努めます。

18
セクシャル・ハラスメン
ト防止対策の推進

市民協働課

職場や地域社会におけるセク
シュアル・ハラスメント防止に
関する情報を、広報紙等を通し
て啓発活動を実施します。

a

◆11月の男女共同参画月間にちなんだ
キャンペーン時や2月の講演会時に、セ
クハラ根絶に向けた啓発活動（チラシ配
布）を実施しました。

職場や地域社会におけるセ
クシュアル・ハラスメント
防止に関する情報を、広報
紙等を通して啓発活動を実
施します。

19 児童虐待防止事業の実施 子育て支援課

児童虐待防止推進月間（11月）
に各児童福祉施設及び学校等に
虐待防止のポスターやリーフ
レットを配布し、児童虐待防止
キャンペーンを行い児童虐待防
止の啓発普及を図ります。

a

◆児童虐待防止推進月間（11月）に、
国からのポスターやリーフレットを市内
小・中学校、幼稚園、保育園に配布しま
した。

◆市役所庁舎内にＰＲブースを設置し、
ツリーに飾ったオレンジリボン及びチラ
シの配布しました。

◆市役所庁舎に懸垂幕を掲出し、「児童
虐待防止」について、広く市民に呼びか
けました。

児童虐待防止推進月間（11
月）に各児童福祉施設及び
学校等に虐待防止のポス
ターやリーフレットを配布
し、児童虐待防止キャン
ペーンを行い児童虐待防止
の啓発普及を図ります。

20 母子等保護の実施 子育て支援課

やむを得ない事由により住居等
での居住等が困難で、緊急性が
高い母子等を一時的に保護する
とともに、当該やむを得ない事
由の解消等を図ることについ
て、必要な相談や援助を行うこ
とにより、母子の福祉の向上を
図ります。
市ホームページ等により周知し
ます。

a

◆やむを得ない事由により住居等での居
住等が困難で、緊急性が高い母子等を一
時的に保護するとともに、当該やむを得
ない事由の解消に努め、必要な相談や援
助を行いました。

◆市ホームページや子育てハンドブック
等で相談窓口の周知を行いました。
　　相談延件数　　7件

必要な相談や援助を行い母
子の福祉の向上に努めま
す。住居等での居住等が困
難で、緊急性が高い母子等
を一時的に保護するととも
に、当該やむを得ない事由
の解消等を図るよう努めま
す。

③あらゆる暴力の根絶

出前講座の開催

暴力の根絶に向けた広報・啓発活動の推進と被害者への支援
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21 女性相談事業の実施 子育て支援課
夫の暴力等から生ずる家庭内の
問題の相談を行います。

a

◆夫の暴力等から生ずる家庭内の問題の
相談・支援を行いました。

◆市ホームページ等を通じて、相談窓口
の周知を行いました。
　
　相談延件数　　7件

夫の暴力等から生ずる家庭
内の問題の相談を行いま
す。

22
仕事と家庭の調和のとれ
た生活を推進するための
啓発活動の実施

市民協働課

広報紙やお知らせ版を通して、
国や県、地方自治体、事業者等
の取組みを紹介し、仕事と生活
の調和の実現に向けた啓発活動
を行います。

a

◆広報紙やお知らせ版を通して、ワー
ク・ライフ・バランス（仕事と生活の調
和）の実現に向けた啓発活動を行いまし
た。

◆男女共同参画事業において、ワーク・
ライフ・バランスの重要性について啓発
活動を実施しました。

広報紙やお知らせ版を通し
て、国や県、地方自治体、
事業者等の取組みを紹介
し、仕事と生活の調和の実
現に向けた啓発活動を行い
ます。

23
市職員の時間外労働の縮
減

総務課

職場の業務量を把握し適切な人
員配置を行うとともに、週1回の
ノー残業デーの徹底を図るな
ど、時間外勤務の縮減を行いま
す。

b

◆職務調査を実施し、適正な人員配置の
資料としました。
・異動した職員　91人

◆ノー残業デーの徹底を図りました。
・事前決裁がないノー残業デーの時間外
勤務を注意し、手続を行わせました。

・職務調査を実施し、適正
な人員配置の資料としま
す。
・ノー残業デーの徹底を図
ります。

24 市男性職員の育児参加 総務課
市男性職員に対して育児にかか
る休業・休暇制度を周知し、取
得の促進を図ります。

b

◆育児にかかる休暇制度の周知を図りま
した。
・配偶者出産休暇を取得した職員　6人
・育児参加休暇を取得した職員　3人

・育児にかかる休暇制度の
周知を図ります。

25
利用者支援に関する事業
の実施

子育て支援課

地域の子育て支援事業等の情報
提供及び、必要に応じ相談・助
言を行うため、利用者支援専門
員を配置し、関係機関との連絡
調整を行います。

a

◆利用者支援専門員による、地域の子育
て支援事業等の情報提供や助言及び関係
機関との連絡調整を行いました。

　受付件数　　970件

地域の子育て支援事業等の
情報提供及び、必要に応じ
相談・助言を行うため、利
用者支援専門員を配置し、
関係機関との連絡調整を行
います。

26
地域子育て支援センター
の整備・活動事業

子育て支援課

西原保育園及びもみの木保育園
に業務委託し、市内２カ所で支
援センターを開設します。
また、地域交流センター「わい
わいハウス」を利用した出張ひ
ろば型を１ヵ所開設します。

a

◆西原保育園内「あうるくらぶ」及び地
域交流センター「わいわいハウス」を利
用した「出張型　あうるくらぶ」、もみ
の木保育園内「もみの木ふれあい広場」
に支援センターを開設しました。
・平成30年度利用者数
　児童；5,322人
　保護者；4,374人
・子育て支援拠点事業委託料
　　　　　　　14,210,000円

西原保育園及びもみの木保
育園に業務委託し、市内2
カ所で支援センターを開設
します。
また、地域交流センター
「わいわいハウス」を利用
した出張ひろば型を1ヵ所
開設します。

27
親育て講座(ペアレント
 トレーニング）の開催

保健センター

子どもとの接し方や育児に悩み
を持つ保護者に対し、子どもの
特性を理解し、適した声かけや
具体的な関わり方を学び、楽し
く子育てができるよう支援しま
す。同じような悩みを持つ保護
者と語り、心理士・保健師とと
もに1クール5回で学ぶ講座で
す。

a

◆心理士・保健師と育児の声かけの仕方
や具体的な関わり方を学びました。その
間、保育ボランティアがお子さんの保育
を実施しました。
・年間2講座（1講座5回）及び卒業生も
含めたフォローアップ教室1回の年11回
実施。
　参加実人数：19人　　延人数：67人

子どもとの接し方、特にほ
め方や叱り方などの悩みを
持つ保護者に対し、子ども
の特性を理解した声かけや
具体的な関わり方を学び、
楽しく子育てができるよう
応援する教室です。子ども
との接し方に困難を感じて
いる保護者も多いことか
ら、心理士・保健師ととも
に1クール5回で学ぶ講座で
あり、同じような悩みを持
つ保護者と語りあう場を実
施します。

28 パパのための沐浴講座 保健センター

これから父親になる方をメイン
とし、妊婦とその家族を対象
に、赤ちゃんのお風呂の入れ方
やオムツの替え方等の実習を行
い、父親の積極的な育児参加を
支援します。父親が参加しやす
いよう年に2回土曜日に実施しま
す。

a

◆赤ちゃん人形でお風呂入れの実習、お
むつ交換の練習を行い、お産の流れや、
産後の育児について夫婦で学習をしまし
た。

　年2回実施
　参加人数：20組40人
　　（父親20人、母親20人）

これから父親になる方をメ
インとし、妊婦とその家族
を対象に、赤ちゃんのお風
呂の入れ方やオムツの替え
方等の実習を行い、父親の
積極的な育児参加を支援し
ます。父親が参加しやすい
よう年に2回土曜日に実施
します。

総合的な子育て支援の充実

基本目標Ⅱ　環境の整備～多様なライフスタイルを可能とするために～

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた支援
①仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現
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29 ママサロンの開催 保健センター

育児不安が強い産後早期から、
母親が集まりお互い情報交換や
相談ができ、不安の解消や仲間
づくりを目的に毎月1回開催しま
す。

a

◆産後まもない母親たちが育児の情報交
換をし、毎回希望者には保健師が身長・
体重の測定や育児相談を実施していま
す。毎月１回・年12回実施。
・参加実人数：児49人　親49人
・延人数：児97人　親98人

育児不安が強い産後早期か
ら、母親が集まりお互い情
報交換や相談ができ、不安
の解消や仲間づくりができ
る場は非常に重要なので、
毎月1回開催していきま
す。

30 あそびの教室の開催 保健センター

乳幼児に対しての接し方や遊ば
せ方、健康・栄養・育児につい
ての相談や保護者同士の仲間づ
くりと、児の遊びを通した集団
行動や社会性を養うことを目的
とし、教室を定期的に開催しま
す。

a

◆ぴよぴよ教室：年10回実施。
・参加実人数：児118人　親102人
・延人数：児329人　親310人
・保育士・保健師・更生保護婦人会の方
と一緒に楽しく活動しました。
 
母子保健推進員が主体となり、体を動か
す遊びや手作りおもちゃなどの紹介、読
み聞かせ等を行いました。
◆あそびの交流会：年2回実施。
・参加人数：親子147組（児171人
親147人）

乳幼児に対しての接し方や
遊ばせ方、保護者同士の仲
間づくりを目的にあそびの
教室を開催します。また、
遊びを通し集団行動や社会
性を養うことを目的とし、
教室を定期的に開催しま
す。さらに、育児や栄養の
ことなどの不安解消のため
育児相談にも応じます。

a

【子育て支援課】
市が実施する5か月児検診会場におい
て、保護者に、絵本を介して赤ちゃんに
語りかけることの大切さ、読み聞かせの
方法を伝え、絵本についてのアドバイス
ブックと絵本の配布を行いました。
◆絵本・アドバイスブック購入冊数
　　　　　　　　　　　　　480冊
◆購入費　　　　　　217,080円

a

【保健センター】
5か月児健診時に図書館の読み聞かせス
タッフの方が、赤ちゃんと保護者に絵本
の素晴らしさが伝わるよう読み聞かせを
行いました。また、親子の触れ合いの一
つとして絵本を1冊プレゼントしまし
た。読み聞かせスタッフに呼んでもらい
本を見つめている児の表情を見て、家で
も読んであげたいという保護者の感想が
多く好評です。

◆絵本配布人数：282人

◆絵本の種類：じゃーじゃー、いないい
ないばあ、ここけっこうよがあけた、は
らぺこあおむし、ちょうちょうひらひら

a

【図書館】
◆乳幼児期の読み聞かせの大切さを話し
ました。
　
　参加人数　282人

32
図書館子育て支援事業の
実施

図書館

幼児期からの読み聞かせ等によ
り、知性だけではなく徳育も同
時に育むことの大切さを伝える
とともに、事業を通して、保護
者同士が情報交換などをして交
流する機会を提供します。

a

◆ボランティアの協力及び職員により、
読み聞かせを実施しました。

　参加人数793人

ボランティアの協力と職員
にて乳幼児期の読書との出
会いや楽しさを知ってもら
うため実施します。

31
ブックスタート事業の実
施

子育て支援課

保健センター

図書館

赤ちゃんのときから絵本に親し
むことにより、豊かな心を育む
とともに、親子が絵本を介して
心ふれあうひとときを持つきっ
かけをつくることを目的として
実施します。
保護者に絵本を介して赤ちゃん
に語りかけることの大切さ、読
み聞かせの方法等について話を
し、絵本についてのアドバイス
ブックと絵本1冊をプレゼントし
ます。

赤ちゃんのときから絵本に
親しむことにより、豊かな
心を育むとともに、親子が
絵本を介して心ふれあうひ
とときを持つきっかけをつ
くることを目的として実施
します。
保護者に絵本を介して赤
ちゃんに語りかけることの
大切さ、読み聞かせの方法
等について話をし、絵本に
ついてのアドバイスブック
と絵本1冊をプレゼントし
ます。
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施策の方向性
事業名 評価 具体的施策、実績件数・費用等
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№ 担当課 H30年度事業内容
評価及び取組の実績

令和元年度の事業予定

33
ファミリーサポートセ
ンー事業の実施

社会福祉
協議会

○安心して仕事と育児ができる
ように、子育ての援助を受けた
い人、援助したい人が助け合う
相互援助活動を支援し、臨時
的、補助的、突発的な希望に対
し一時預かりの託児サービスを
行います。

○協力会員の増員を図ります。

・援助を受けたい人（利用会
員）
　：市内在住、在勤の乳幼児を
抱え
　る保護者
・援助したい人（協力会員）
　：子供が好きで事業の理解を
もっ
 　て協力してくれる人
・在宅サービス
　：生後3ヶ月～小学6年生まで
・うぇるきっず
　：生後6ヶ月～小学6年生まで

b

◆仕事の関係や何らかの事情でお子さん
を預けるところがなく困っている保護者
への支援ができました。
　会員数　：　利用会員583人
　　　　　　　　協力会員 88人
　　　　　　　　両方会員 14人
　利用時間 ： 6330.6時間
　活動時間 ： 5845.0時間
　利用件数 ： 1,517件
　協力会員養成講座：3講座
　　　　　　延べ27人の受講
　新規登録協力会員：1人

安心して育児ができるよ
う、臨時的、補助的、突発
的な希望に対し一時預かり
の託児サービスを行いま
す。
事業の周知と協力会員の増
員に努めます。

34 保育の実施 子育て支援課

児童福祉法に基づき、保護者の
労働・病気等の理由により、家
庭で児童（0歳～小学校就学前）
の保育をできない場合、保育を
実施し（社会福祉法人の認可保
育所への委託含む）、児童の健
全育成を図るとともに、安心し
て出産や就労ができる環境を整
えます。

a

市内7園（下妻・きぬ・法泉寺・大宝・
西原・もみの木・大和）で延9,085名、
小規模保育1園（もみの木フレンズ）で
延187名、市外21園で延628名の保育
を実施しました。

◆保育委託料　665,159,380円
◆公立保育園運営費173,657,265円
◆小規模保育事業委託料
　　　　　　　　　　27,313,240円

児童福祉法に基づき、保護
者の労働・病気等の理由に
より、家庭で児童（0歳～
小学校就学前）の保育をで
きない場合、保育を実施し
（社会福祉法人の認可保育
所への委託含む）、児童の
健全育成を図るとともに、
安心して出産や就労ができ
る環境を整えます。

35 延長保育事業の実施 子育て支援課

保護者の就労形態の多様化に対
応するため、開所時間11時間を
超えて延長保育をしている認可
保育所に対し、補助を行いま
す。

a

◆市内民間保育所4園（法泉寺・大宝・
西原・もみの木）において、30分延長
保育を実施し、経費の一部を補助しまし
た。

　民間保育所延長保育事業委託料
　　　　　　　　　　1,200,000円

保護者の就労形態の多様化
に対応するため、開所時間
11時間を超えて延長保育を
している認可保育所に対
し、補助を行います。

36 一時預かり事業の実施 子育て支援課

保護者の疾病、災害、事故、冠
婚葬祭その他これらに類する事
由及び保護者の私的事由により
緊急に保育を必要とする児童に
対して、市内認可保育園におい
て保育サービスを提供します。

a

◆市内認可保育園7園において、延
1,089名の受入を行いました。

　一時預かり事業委託料1,067,000円

保護者の疾病、災害、事
故、冠婚葬祭その他これら
に類する事由及び保護者の
私的事由により緊急に保育
を必要とする児童に対し
て、市内認可保育園におい
て保育サービスを提供しま
す。

37
子育て支援短期利用事業
の実施

子育て支援課

児童を養育している家庭の保護
者が疾病その他の理由により、
家庭において児童を養育するこ
とが一時的に困難となった場合
又は、経済的な理由により緊急
一時的に保護が必要となった母
子を市内児童養護施設に保護し
ます。

a

◆「下妻市子育てハンドブック」を利用
して、制度の利用について周知しまし
た。

◆一時的に児童を養育することが困難と
なった場合等に、養育及び保護の相談を
行いましたが、利用実績はありませんで
した。

児童を養育している家庭の
保護者が疾病その他の理由
により、家庭において児童
を養育することが一時的に
困難となった場合又は、経
済的な理由により緊急一時
的に保護が必要となった母
子を市内児童養護施設に保
護します。

a

【子育て支援課】
◆市内に16クラブ設置し、すべての小
学校区に学童クラブを開設しました。

・月平均登録児童者数　518人
・学童保育事業委託料
　　　　　　　　　63,676,083円

放課後児童クラブのニーズ
を把握し適切な運営に努
め、一体型の放課後児童ク
ラブ及び放課後子ども教室
の整備についても、調査・
研究を行います。

b

【生涯学習課】
◆放課後子供教室については、県内市町
村の取り組み状況や、すでに実施してい
る近隣市の成果等を調査・研究しまし
た。

放課後子ども教室につい
て、下妻市にふさわしい実
施形態をさらに調査・研究
してまいります。

保育サービス充実

38
放課後子ども総合プラン
の実施

子育て支援課

生涯学習課

【子育て支援課・生涯学習課】
放課後児童クラブのニーズを把
握し適切な運営に努め、一体型
の放課後児童クラブ及び放課後
子ども教室の整備についても、
調査・研究を行います。
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令和元年度の事業予定

39
幼稚園預かり保育推進事
業の実施

学校教育課

下妻市立幼稚園の園児に対し
て、幼稚園の教育時間終了後及
び夏休み等の長期休業中、希望
により預かり保育を行います。

a
◆市立幼稚園６園で、預かり保育事業を
実施いたしました。延べ利用人数は、６
園で年間11,240人でした。

下妻市立幼稚園の園児に対
して、幼稚園の教育時間終
了後及び夏休み等の長期休
業中、希望により預かり保
育を行います。

40
農山漁村男女共同参画事
業推進の支援

農政課

家族経営協定の締結に向けた支
援や、農畜産物の加工・販売を
行うグループの育成・支援を
し、農業分野における男女共同
参画推進体制を整備します。

a

◆家族経営協定の締結に向け、支援を行
いました。

◆農業の6次産業化を進める「下妻食と
農を考える女性の会」に対し、イベント
出展の際に支援等を行いました。

家族経営協定の締結推進や
販売支援等を進めます。

【図書館】
市の政策・方針決定の場へ女性
の参画を拡大するため、女性委
員登用の目標（30%）を設定
し、積極的な登用を関係各課に
働きかけます。

a
【図書館】
◆図書館協議会
　3人／10人（30％）

図書館協議会は、構成員
10名のところ、女性が３名
おり、女性の感性と視点を
図書館運営に取り入れま
す。

b

【市民協働課】
市の政策・方針決定の場へ女性の参画を
拡大するため、女性委員登用の目標を設
定し、積極的な登用の働きかけを行いま
した。
◆庁内審議会等(Ｈ30.4.1現在）
　122人／486人（25.1％）
　
◆下妻市男女共同参画
　推進委員会(H31.3.31現在）
　5人／10人（50%）

b

【財政課】
◆下妻市庁舎建設検討市民会議
　4人／20人（20%）

b

【生活環境課】
◆下妻市環境審議会
　3人／19人（16%）

b

【都市整備課】
◆下妻市都市計画審議会
　3／15人（20%）

【都市整備課】
市の政策・方針決定の場へ女性
の参画を拡大するため、女性委
員登用の目標を設定し、積極的
な登用に働きかけます。

d

【都市整備課】
◆砂沼サンビーチ運営委員会
　2／22人（9%）
◆小貝川ふれあい公園運営委員会
　1／12人(8%)

※昨年と比較し、女性委員が各委員会1
名ずつ増加しました、全委員の3割以上
を女性委員にすることは非常に難しい状
況です。

市の政策・方針決定の場へ
女性の参画を拡大するた
め、女性委員登用の目標を
設定し、積極的な登用に働
きかけます。

42 女性団体との連携促進 市民協働課

女性が所属する団体と連携し、
女性目線の視点にたって、講演
会等の運営や他市町村が主催す
る研修会等に参加するなど、男
女共同参画社会の実現に向けた
事業の推進と女性の積極的な行
政参画を図ります。

a

◆女性団体連絡会（10団体34人）は、
会議3回、議会傍聴、市長とのタウン
ミーティングの開催、県内研修会への参
加、市男女共同参画推進講演会への協
力、市各種講演会への参加活動を実施し
ました。

◆市長とのタウンミーティングを開催
し、女性視点からの問題提起やまちづく
りへの提案等意見交換を行いました。
（27人参加）

女性が所属する団体と連携
し、女性目線の視点にたっ
て、講演会等の運営や他市
町村が主催する研修会等に
参加するなど、男女共同参
画社会の実現に向けた事業
の推進と女性の積極的な行
政参画を図ります。

43
期日前投票立会人及び投
票立会人への女性登用

総務課
期日前投票立会人及び投票立会
人に、女性及び若者の登用の推
進を図ります。

a

選挙事務に係る期日前投票立会人及び投
票立会人への女性及び若者を登用しまし
た。

◆茨城県議会議員一般選挙（無投票）
・期日前投票立会人（延べ人数）
　20人／32人中（63％)

期日前投票立会人及び投票
立会人に、女性及び若者の
登用の推進を図ります。

・参議院議員通常選挙
・市議会議員選挙

男女共同参画の視点からの就労環境の整備

女性活躍の場の拡大

41
審議会及び委員会等への
女性委員の積極的な登用

市民協働課

財政課

生活環境課

都市整備課

図書館

関係各課

【市民協働課・財政課・生活観
光課・都市整備課】
市の政策・方針決定の場へ女性
の参画を拡大するため、女性委
員登用の目標を設定し、積極的
な登用を関係各課に働きかけま
す。また、女性委員のいない審
議会等の解消に努めます。

市の政策・方針決定の場へ
女性の参画を拡大するた
め、女性委員登用の目標を
設定し、積極的な登用を関
係各課に働きかけます。ま
た、女性委員のいない審議
会等の解消に努めます。

②働く場における男女平等の実現

③女性の活躍推進への支援と政策・方針決定過程への参画促進

9
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令和元年度の事業予定

44 市職員の職域の拡大 総務課
管理職への女性の登用を行うな
ど、職域の拡大に努めます。

b

◆管理職への女性の登用を行うなど、職
域の拡大に努めました。
・課長級　1人
・課長補佐級　12人
・係長級　22人

管理職への女性の登用を行
うなど、職域の拡大に努め
ます。

45
農業後継者育成支援事業
の実施

農政課
農業経営についての研修、講習
会を実施し、地域農業の担い手
となる後継者を育成します。

a

◆国の農業次世代人材投資資金（経営開
始型）を活用し、新規就農者の掘り起こ
しを行いました。

◆地域農業のリーダー育成を目的に組織
された興農研究会において、視察研修を
実施し農業に対する意欲向上に努めまし
た。

農業後継者育成支援を進め
ます。

46 女性農業委員の登用
農業委員会

事務局

農業委員会法改正に伴い、農業
委員の選出方法が変わります。
これを機に女性の農業委員の登
用について、積極的に取り組ん
でいきます。

c

◆女性農業委員の委嘱はされていないも
のの、平成29年度に創設された農地利
用最適化推進員に1人の女性委員が委嘱
されています。

次期改選時（平成32年度）
に向けて、女性の農業委員
及び農地利用最適化推進委
員の登用について、積極的
に取り組んでいきます。

Ｈ29
～

「女性活躍推進法」に基
づく民間企業等との連携

市民協働課

商工観光課

市民・事業所に対し、「女性活
躍推進法」についての周知を図
るとともに、事業所や関係団体
等と連携し、女性の活躍推進に
努めます。

a

【市民協働課・商工観光課】
◆市役所本庁舎・千代川庁舎・図書館・
商工会等に女性活躍推進に関するチラシ
を配布し、啓発活動を実施しました。

市民・事業所に対し、「女
性活躍推進法」についての
周知を図るとともに、事業
所や関係団体等と連携し、
女性の活躍推進に努めま
す。

Ｈ29
～

就業支援
商工観光課

市民協働課

ハローワークや県と連携しなが
ら、就業を希望する方への支援
を行います。

○市民ホールでの求人情報の閲
覧

○ハローワークや県の就職支援
事業の広報活動

a

【商工観光課・市民協働課】
◆市役所本庁舎・千代川庁舎にハロー
ワークの求人情報を閲覧できるスペース
を作り活用していただきました。

◆女性プラザ男女共同参画室が実施して
いる事業（働く女性のためのキャリア相
談、チャレンジ相談・支援、法律相談、
総合相談窓口）について、公共施設内に
チラシの設置やHPを活用し広報活動を
行いました。

ハローワークや県と連携し
ながら、就業を希望する方
への支援を行います。
・市民ホールでの求人情報
の閲覧
・ハローワークや県の就職
支援事業の広報活動

Ｈ29
～

職業能力の向上
商工観光課

市民協働課

ハローワークや県が開催する
「各種技能資格取得講習会」や
「再就職セミナー」、「各種技
能資格取得講習会」等の情報提
供を行います。

a

【商工観光課・市民協働課】
◆ハローワークや県が開催する「各種技
能資格取得講習会」や「再就職セミ
ナー」、「各種技能資格取得講習会」等
について、お知らせ版を通じて広く周知
活動を行いました。

ハローワークや県が開催す
る「各種技能資格取得講習
会」や「再就職セミ
ナー」、「各種技能資格取
得講習会」等の情報提供を
行います。

Ｈ29
～

協働のまちづくり
市民スタッフ

市民協働課　

協働のまちづくりや男女共同参
画の推進等のため、市民の視点
から調査・検討及び必要な取り
組みを行ない、その結果を市長
に報告します。

c

◆「下妻市協働のまちづくり市民スタッ
フ」は平成29年度末に２ヵ年度の任期
が満了しました。平成30年度において
は、市民スタッフの掌握事務が「どこで
も市長室」により代替できることから、
新規の募集を行っておりません。

新規の市民スタッフの募集
を休止しています。

Ｈ30
～

どこでも市長室の開催 市民協働課

市長が市民（市内在住、在勤ま
たは在学している方により構成
された10人以上の団体）と一緒
に、下妻市の未来やまちづくり
についての意見交換を行いま
す。

a

◆地域で活躍される団体などと市長が直
接話し合い、まちづくりへの提案や意見
交換を行いました。
《テーマ》
・騰波ノ江地区の防災など
・砂沼サンビーチの継続・廃止など
・通学路の危険個所・交通安全対策など
・子育て支援・保育・学校教育など
・ストレス対策
・子育て支援
・ごみの減量化・エコ生活の推進

市民団体の申込に応じ、
「どこでも市長室」を開催
するため、引き続き、市広
報紙やホームページ等を通
じて募集を行います。
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施策の方向性
事業名 評価 具体的施策、実績件数・費用等

平成３０年度「第3次下妻市男女共同参画推進プラン」の進捗状況

№ 担当課 H30年度事業内容
評価及び取組の実績

令和元年度の事業予定

47 行政相談の実施 秘書課

総務大臣から委嘱された行政相
談委員（下妻市・2名）が、国の
行政全般についての苦情や意
見、要望を受け付け、公正・中
立の立場から関係行政機関など
に必要な斡旋を行い、その解決
や実現の促進を図るとともに、
国民の声を行政の制度および運
営の改善に生かす事業を行いま
す。毎月2回の相談所開設を原則
として実施します。
また、市内イベント等に参加
し、会場で行政相談制度のPR活
動を行います。

a

◆毎月2回の相談所開設を原則として、
年間2４回の行政サービスに関する意
見・要望等の相談を行いました。

◆10月18日(水)には、下妻市及び近隣
市町の住民を対象とした「くらしの一日
総合相談所」が下妻公民館を会場に開催
され、行政相談員のほか弁護士・税理士
等も加わり、さまざまな相談に対応しま
した。

◆10月20日（土）には、「しもつま砂
沼フェスティバル」の会場にて、茨城行
政評価事務所の協力を得て、チラシと啓
発用品を配りながら行政相談制度のPR
活動を行いました。

総務大臣から委嘱された行
政相談委員（下妻市・2
名）が、国の行政全般につ
いての苦情や意見、要望を
受け付け、公正・中立の立
場から関係行政機関などに
必要な斡旋を行い、その解
決や実現の促進を図るとと
もに、国民の声を行政の制
度および運営の改善に生か
す事業を行います。毎月2
回の相談所開設を原則とし
て実施します。
また、市内イベント等に参
加し、会場で行政相談制度
のPR活動を行います。

48
子育て電話相談事業の実
施

子育て支援課
市内認可保育園において、子育
てに関する電話相談を行いま
す。（随時・無料）

b
◆市内認可保育園の主任保育士を中心に
実施しました。

市内認可保育園において、
子育てに関する電話相談を
行います。（随時・無料）

49

主任児童委員や民生委
員・児童委員による子ど
もに関する相談活動の実
施

子育て支援課

主任児童委員や民生委員・児童
委員が子どもに関することを含
めて各種の相談に対応すること
により、地域根ざした相談・支
援体制の充実を図ります。（随
時・無料）

b
◆主任児童委員・家庭相談員の連携によ
り実施しました。

主任児童委員や民生委員・
児童委員が子どもに関する
ことを含めて各種の相談に
対応することにより、地域
根ざした相談・支援体制の
充実を図ります。（随時・
無料）

50
家庭児童相談室事業の実
施

子育て支援課

家庭児童の健全育成を図るた
め、家庭児童相談室を設け2名の
相談員を配し、相談・指導業務
を行います。

a

◆家庭児童相談室に2人の相談員を配
置、相談指導業務を実施しました。

・相談実人員　83人
・延べ件数　350件
・家庭相談員報酬等　3,136,000円

家庭児童の健全育成を図る
ため、家庭児童相談室を設
け2名の相談員を配し、相
談・指導業務を行います。

51
人権相談(困りごと)事業
の実施

福祉課

法務大臣から委嘱された人権擁
護委員8名（任期3年）が、特設
相談日（人権擁護委員の日：6
月、及び人権週間期間中：12
月）と定期相談日に、相談を受
け付けます。

a

◆人権擁護委員による人権相談を、毎月
実施しました。

　開催回数：12回
　相談件数：5件

法務大臣から委嘱された人
権擁護委員8名（任期3年）
が、特設相談日（人権擁護
委員の日：6月、及び人権
週間期間中：12月）と定期
相談日に、相談を受け付け
ます。

52 ボランティアの育成
社会福祉
協議会

障害者や高齢者の理解を深め、
ボランティア活動や地域の市民
活動のきっかけづくりとなるよ
う、誰もが参加できる講座や講
習会を開催します。
また、学校や地域に出向き児
童・生徒、一般住民に優しさや
思いやりの心、助け合いの精神
を養うことを目的に、福祉教育
を支援します。

a

ボランティア団体が主体的に開催した夏
休み企画（点字体験）等、団体に対する
の支援や、災害ボランティアに関する研
修・交流会等を開催しました。また、関
係機関等の新たな関係作りに努めまし
た。

◆ボランティア養成講座／交流会
　開催数　6回
　参加者　延べ285人

◆福祉教育（市内小・中学校　12校）
　実施時間　78時間
　体験者　　　延べ2,820人
　ボランティア協力　延べ224人

◆活動助成
　ボランティア団体・学校
　27件　　925,000円
　ボランティア活動保険料一部助成
　513人　102,600円

・安心して活動できるよう
ボランティア活動保険料の
一部助成や、団体及び学校
等へ助成金を交付し活動を
支援します。
・人材の育成・養成として
講座を開催し学びの場を提
供します。
・市内学校や地域において
〝ともに生きるちから〟を
育む福祉教育の啓発を行な
います。
・交流会や研修会を通じて
仲間づくりや災害時の体制
作りなどを進めます。

基本目標Ⅲ　暮らしの充実～安心な生活を確かなものとするために～

①安心して暮らせる福祉環境づくりへの支援
総合的な支援体制や相談体制の充実
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施策の方向性
事業名 評価 具体的施策、実績件数・費用等
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令和元年度の事業予定

53
在宅福祉サービスセン
ター事業(あおぞらサー
ビス)の実施

社会福祉
協議会

介護保険や障害者総合支援法あ
るいは子育て支援の谷間を補う
事業として、有償による住民の
相互援助活動として利用、提供
の連絡調整を行います。
協力会員の増員に努めます。

a

◆公的なサービスが利用できない対象者
への支援を行ないました。

◆利用時間が増え、連絡調整などの業務
量が増えることから12月より利用料の
徴収方法を変更し事前に利用券を購入し
てもらうなどの業務量軽減を図りまし
た。

会員数：利用会員293人
　　　　実利用者数80人
利用時間 ： 4,198.0時間
　
主な内容 ： 家事支援、通院介助、
　　　　　　話し相手（見守り）

有償のサービスで事前に30
分300円の利用券を購入し
ていただき、掃除や買い物
などの家事支援や外出時の
介助などの支援を行いま
す。利用会員と協力会員か
らなる相互援助活動として
連絡調整を行います。

54
地域包括支援センターの
設置

介護保険課

地域ケアの総合的マネジメント
機関として、地域における高齢
者の様々な問題等に対して、相
談、支援、援助等を行います。

a

◆高齢者虐待防止ネットワークの代表者
会議および実務者会議や研修会を開催。
高齢者の相談に早期に対応できるよう、
医療、介護保険関係機関との連携づくり
を行いました。

・高齢者虐待防止ネット
ワークの代表者会議およ
び実務者会議や研修会を
開催します。
・高齢者の相談に早期に
対応できるよう、医療、
介護保険関係機関との連
携づくりを行います。

55
ひとり暮らし高齢者の支
援

介護保険課

ひとり暮らしの高齢者が安心し
て暮らせるよう支援体制を整え
ます。

・緊急通報システム事業
　ひとり暮らしの高齢者等の住
居に、緊急時にボタン一つで消
防署に通報ができる装置を設置
します。
・愛の定期便事業
　乳製品を配布しながら、ひと
り暮らし高齢者の安否確認を行
います。

a

◆ひとり暮らし老人等緊急通報システム
事業
・システム設置数：185台
・新規設置数（H30年度中）：25台
・事業費（委託料及び扶助費）：
　　　　　　　　　　2,698,749円

◆愛の定期便事業
ひとり暮らしの高齢者に1日置きに乳製
品を届け、安否を確認しました。
・利用人数：月平均 406人
・事業費（委託料）：6,804,677円

ひとり暮らしの高齢者が安
心して暮らせるよう支援体
制を整えます。
・緊急通報システム事業
　ひとり暮らしの高齢者等
の住居に、緊急時にボタン
一つで消防署に通報ができ
る装置を設置します。
・愛の定期便事業
　乳製品を配布しながら、
ひとり暮らし高齢者の安否
確認を行います。

56
ねたきり高齢者を介護し
ている介護者への支援

介護保険課

要介護認定者を介護している介
護者の身体的、精神的、経済的
負担の軽減を図ることを目的
に、介護者に対し、介護用品助
成券(月4,000円）や介護慰労金
(年額3万円）を支給します。

a

◆家族介護用品購入費助成券支給事業
月4,000円の介護用品の購入助成券を1
人年間最大で12枚交付しました。
・助成者：ねたきりの方 104人
　　　　　認知症の方 89人
・事業費（扶助費）：6,320,314円

◆ねたきり老人等介護慰労金支給事業
・助成額：年額3万円
・支給人数：ねたきりの方 101人
　　　　　　認知症の方 89人
・事業費（扶助費）：5,700,000円

要介護認定者を介護してい
る介護者の身体的、精神
的、経済的負担の軽減を図
ることを目的に、介護者に
対し、介護用品助成券(月
4,000円）や介護慰労金(年
額3万円）を支給します。

57
高齢者福祉タクシー利用
料金助成事業の実施

介護保険課

高齢者の外出促進と閉じこもり
を防止するため、タクシー利用
に係る費用の一部を助成しま
す。
【対象者】
・８０歳以上の方
・７５歳以上の方のみで構成す
る世帯の方
・６５歳以上の方のみで構成す
る世帯の方で、自動車の運転免
許証を自主返納した方
【対象外】
障害者タクシー利用助成事業の
利用者、現に自動車の運転免許
証を保有している者、自動車税
及び軽自動車税の減免を受けて
いる者

a

◆高齢者福祉タクシー利用料金助成事業
タクシーの初乗り運賃の助成券を4月か
ら9月までの申請者には12回分、10月
から3月までの申請には6回分を交付し
ました。
・交付者数：667人
・事業費（扶助費）：2,973,620円

高齢者の外出を促進し、閉
じこもりの防止を図るた
め、タクシーの初乗運賃相
当額を助成する券を交付し
ます。
【対象者】
・75歳以上の方で自動車の
運転免許証を保有していな
い方
・65歳以上の方で自動車の
運転免許証を自主返納した
方
※対象外
障害者タクシー助成券の交
付を受けている方、現に自
動車の運転免許証を保有し
ている方、自動車税又は軽
自動車税の減免を受けてい
る方
【配布枚数】
12枚→24枚（年間）
【助成券の使用制限の緩
和】
タクシー1回の利用につき1
枚の使用としていた助成券
を最大2枚まで使用可能。

高齢者が安心して暮らせる環境の整備
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58 障害児保育事業の実施 子育て支援課

「特別児童扶養手当の支給対象
障害児」で集団保育が可能な
日々通所できる児童を受け入れ
ている民間認可保育所に対し、
経費の一部を補助します。

a

◆障害を持つ園児を受け入れた民間保育
所に対し、経費の一部に補助を行ってい
ます。

　民間保育所障害児保育事業補助金
　　　　　　　　　　3,091,200円

「特別児童扶養手当の支給
対象障害児」で集団保育が
可能な日々通所できる児童
を受け入れている民間認可
保育所に対し、経費の一部
を補助します。

59
放課後等デイサービス事
業の実施

福祉課

○障害児を授業の終了後または
学校の休業日に、施設に通わ
せ、生活能力向上のために必要
な訓練、社会との交流の促進等
の支援を行います。
○市では児童福祉法に基づく障
害児通所支援給付費を支給しま
す。
目標利用者数45人

a

◆市内も4か所の事業所となり、利用者
数、利用回数も増えている。
・あやとりハウス（本城町）
・あやとりキッズ（江）
・あいあい（長塚）
・すこやか学園（鎌庭）
　利用者数51人

窓口や電話での相談以外に
も、広報誌やホームページ
で事業の周知を図り、適正
給付に努めます。
目標利用者数51人

60 ホームヘルプ事業の実施 福祉課

障害児（者）が、身体介護、家
事援助等のためのホームヘルプ
サービス（居宅介護）を利用す
るときに、市では障害者総合支
援法に基づく介護給付費を支給
します。
目標利用者数40人

a

◆各サービス事業所と連携して、対象者
のニーズを把握し、給付量を調整、適正
給付に努めました。
　利用者数30人

障害児（者）が、身体介
護、家事援助等のための
ホームヘルプサービス（居
宅介護）を利用するとき
に、市では障害者総合支援
法に基づく介護給付費を支
給します。
目標利用者数40人

61
短期入所支援(ショート
ステイ)事業の実施

福祉課

障害児・者が、介護者の疾病や
冠婚葬祭等の理由により、施設
において一時的な保護を受ける
サービスです。市では障害者総
合支援法に基づく、介護給付費
を支給します。
目標利用者数24人

a

◆各サービス事業所と連携して、対象者
のニーズを把握し、給付量を調整、適正
給付に努めました。
　利用者数24人

障害児・者が、介護者の疾
病や冠婚葬祭等の理由によ
り、施設において一時的な
保護を受けるサービスで
す。市では障害者総合支援
法に基づく、介護給付費を
支給します。
目標利用者数25人

62 特別児童扶養手当の支給 福祉課

心身に障害のある20歳未満の児
童の生活に役立てるために、そ
の児童を家庭で養育している人
に手当を支給することにより、
福祉の増進を図ります。

a

◆3障害の手帳（身体障害者手帳・療育
手帳・精神障害者保健福祉手帳）取得時
に、支給対象と思われる方に個別に説明
を行いました。また広報等を利用して制
度の周知を図りました。
　
　受給者数82人

障害者手帳取得時に個別に
説明していく外、広報誌や
ホームページで事業の周知
を図り、適切に支給してい
きます。

63
重度心身障害児童福祉手
当の支給

福祉課

障害児童の健全な育成を助長す
るとともに福祉の増進を図るた
めに、特別児童扶養手当を受給
している方に対して、重度心身
障害児童福祉手当を支給しま
す。

a

◆特別児童扶養手当の受給をしている方
が対象ですので、そちらの支給が決まっ
た方に別途制度説明をしました。また広
報等を利用して制度の周知を図りまし
た。
　
　受給者数78人

特別児童扶養手当にあわせ
て個別に説明していく外、
広報誌やホームページで事
業の周知を図り、適切に支
給していきます。

64
心身障害者扶養共済制度
の実施

福祉課

心身障害児（者）の保護者が毎
月一定の掛け金を納付すること
で、保護者が死亡、または心身
に著しい障害を有することと
なった場合、心身障害者に年金
を支給します。

a

◆広報誌やパンフレット等で事業の周知
を図りました。新規加入者はいませんで
したが、年金受給者にはこれまでどおり
支給しました。

　受給者数　8人

広報誌やパンフレット、
ホームページで事業の周知
を図り、新規加入者を増や
します。

65 幼児発達相談の実施 保健センター

乳幼児健診や相談において、経
過観察が必要な児（発達や発
育、ことばの遅れ等心配のある
乳幼児）とその保護者を対象に
適切な療育指導と総合的な相談
を行い、児の健全育成、保護者
の育児支援を図ります。
【相談回数】
・年24回(月2回）

a

◆個別の予約制で、心理士との相談や検
査を通し、子どもへの声掛けの仕方や療
育の指導を行いました。
　
　参加実人数：子54人　親59人
　延人数：児100人　親106人

乳幼児健診や保護者からの
電話相談等において、相談
や支援が必要な児（発達や
発育、ことばの遅れ等心配
のある乳幼児）とその保護
者を対象に適切な療育指導
と総合的な相談を行い、児
の健全育成、保護者の育児
支援を図ります。
【相談回数】
・年24回(月2回）

66 小児リハビリ教室の実施 保健センター

心身に障害を持つ児(肢体不自由
児を主とした障害児）とその家
族に対して、理学療法士の指導
により、専門的な早期療育を図
り、保護者同士の交流、個別相
談を行います。
持てる能力の維持向上、精神的
安定を図り、障害児とその家族
が安心して社会生活を送れるよ
うに支援します。

a

◆理学療法士との相談や身体機能の維持
向上のためのトレーニングなどの指導を
行いました。また、保護者同士の情報交
換の場となっています。

　年間6回実施
　参加実人数：児10人　親13人
　延人数：児24人　親26人

心身に障害を持つ児(肢体不
自由児を主とした障害児）
とその家族に対して、理学
療法士の指導により、専門
的な早期療育を図り、保護
者同士の交流、個別相談を
行います。
持てる能力の維持向上、精
神的安定を図り、障害児と
その家族が安心して社会生
活を送れるように支援しま
す。

障害児(者）が安心して暮らせる環境の整備
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67
関係機関のネットワーク
構築

保健センター

子どもの発達支援連絡会を開催
し関係機関のネットワークを強
化し、障害のある子、発育・発
達、養育環境に支援が必要な子
やその家族に対して適切な療
育、育児支援が継続してなされ
るよう支援します。

a

◆関係機関との情報交換や連携強化によ
り、適切かつ切れ目ない支援ができるよ
う、市内保育園・幼稚園・学校や行政の
関係各課、及び保健所、児童相談所など
が集まり、ネットワークの構築を図って
います。活発な情報交換や困難ケースの
検討会ができており非常に有意義な連絡
会になっています。

・年2回実施
・参加人数：第1回目　25機関　29人
       　　　   第2回目　23機関　28人

小学校と保育園や幼稚園
が、より情報共有できるよ
う、今年度から市内すべて
の小学校に参加を依頼しま
す。子どもの発達支援連絡
会を開催し関係機関のネッ
トワークを強化し、障害の
ある子、発育・発達、養育
環境に支援が必要なお子さ
んや家族に対して適切な療
育、育児支援が継続してな
されるよう支援します。

68
チャイルドシートリサイ
クル事業の実施

消防交通課

チャイルドシートの再利用促進
と着用率向上のため、使用しな
くなったチャイルドシートを再
利用し、希望者に提供します。

b

◆お知らせ版やホームページ、フェイス
ブック等により、事業内容やリサイクル
登録されたチャイルドシートの画像等を
掲載し、利用促進を図りました。
　
　H30 譲渡成立 無し

下妻地区交通対策連絡協議
会（下妻市・八千代町）で
は、6歳未満の子どもにも
着用が義務付けされている
チャイルドシートの再利用
促進と着用率向上のため、
使用しなくなったチャイル
ドシートを再利用し、希望
者に提供します。

69 児童手当の支給 子育て支援課

中学校修了前の子どもを養育し
ている方に対して児童手当を支
給することにより、家庭等にお
ける生活の安定と次代の社会を
担う児童の健やかな成長を目的
に手当を支給します。

a

◆中学校終了前の児童を養育している方
に対して児童手当を支給しました。

・実受給者数　3,135人
・児童手当　693,025,000円
　　　　（H31年3月31日現在）

中学校修了前の子どもを養
育している方に対して児童
手当を支給することによ
り、家庭等における生活の
安定と次代の社会を担う児
童の健やかな成長を目的に
手当を支給します。

70
医療福祉制度による医療
費助成事業の実施

保険年金課

妊産婦、小児、母子家庭の母
子、父子家庭の父子及び重度心
身障害者等の健康の保持増進、
生活の安定と福祉の向上に寄与
するため、その医療費の一部を
助成します。

a

◆妊産婦、小児、母子家庭の母子、父子
家庭の父子及び重度心身障害者等に対
し、その医療費の一部を助成しました。

◆小児の助成については、中学生までで
あったものを、高校生までに拡大し、制
度の充実を図りました。
　
　受給者数 8,204人
　（H31年3月31日現在）

・4月から重度心身障害者
の認定要件が緩和されたた
め、対象者の拡大を行いま
す。
・妊産婦、小児、母子家庭
の母子、父子家庭の父子、
重度心身障害者等の健康の
保持増進と生活の安定のた
め、医療費の一部を助成し
ます。

71
私立幼稚園就園奨励費補
助事業の実施

学校教育課

私立幼稚園（子ども・子育て支
援新制度に移行した幼稚園を除
く）に通園させている世帯の経
済的負担を軽くするため、所得
状況に応じて、入園料及び保育
料の補助を行います。

a

◆私立幼稚園（子ども・子育て支援新制
度に移行した幼稚園を除く）に通園させ
ている家庭65件に対し、10,442,520
円の私立幼稚園就園奨励費補助金を支給
しました。

私立幼稚園（子ども・子育
て支援新制度に移行した幼
稚園を除く）に通園させて
いる世帯の経済的負担を軽
くするため、所得状況に応
じて、入園料及び保育料の
補助を行います。
　10月予定の幼児教育無償
化に向けて、関係機関と連
携し、体制を整えます。

72
母子・寡婦自立支援事業
の受付

子育て支援課

高等職業訓練促進給付金等事業
を実施し、ひとり親家庭の母ま
たは父が就職に有利で生活の安
定に役立つ資格を取得するため
に、養成機関で1年以上就学する
場合に給付金を支給します。

a

◆高等職業訓練促進給付金等事業認定者
2人に促進給付金、及び修了者1人に終
了支援給付金を支給しました。

　ひとり親家庭等高等職業訓練促進費
　　　　　　　　　1,671,000円

高等職業訓練促進給付金等
事業を実施し、ひとり親家
庭の母または父が就職に有
利で生活の安定に役立つ資
格を取得するために、養成
機関で1年以上就学する場
合に給付金を支給します。

73
ひとり親家庭等児童学資
金の支給

子育て支援課

ひとり親家庭等の義務教育就学
児の保護者に対し支給し、児童
の精神的動揺をやわらげ、児童
の健全育成を助長し福祉の増進
を図ります。

義務教育就学児1名　3,000円/
月

a

◆事業内容を市ホームページ等でＰＲ、
窓口に来所された方に事業の案内をしま
した。

・受給対象世帯数　289世帯
・実児童数　404人
・ひとり親家庭等児童学資金
　　　　　　　　14,421,000円
　　　　（H31年3月31日現在）

ひとり親家庭等の義務教育
就学児の保護者に対し支給
し、児童の精神的動揺をや
わらげ、児童の健全育成を
助長し福祉の増進を図りま
す。

義務教育就学児1名
3,000円/月

74 児童扶養手当の支給 子育て支援課

父又は母と生計を同じくしてい
ない18歳の年度末までにある児
童を養育する家庭の生活安定と
自立の促進を図るため手当を支
給します。

a

◆事業内容を市ホームページ等でＰＲ、
窓口に来所された方に事業の案内をしま
した。

　実受給数　383名

　児童扶養手当　198,184,540円
　　　　　（H31年3月31日現在）

父又は母と生計を同じくし
ていない18歳の年度末まで
にある児童を養育する家庭
の生活安定と自立の促進を
図るため手当を支給しま
す。

子育て家庭への経済的支援

援助が必要な家庭への支援
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Ｈ29
～

母子寡婦福祉会の活動支
援

子育て支援課
母子家庭及び寡婦の交流を推進
し、その福祉向上を図るための
活動を支援します。

a

◆母子寡婦福祉会の活動に対し、事業費
の一部を補助しました。

　母子寡婦福祉会活動補助金
　　　　　　　　　　　42,000円

母子家庭及び寡婦の交流を
推進し、その福祉向上を図
るための活動を支援しま
す。

75 検診・健康相談の実施 保健センター

○健康管理への自覚を高められ
るよう、生活習慣病予防・改善
のための基本健康診査・特定健
康診査や女性を対象にした骨粗
しょう症、年齢に応じた健康診
査(胃がん・前立腺がん等）を実
施します。

○健康に関する正しい知識を普
及させるため、特定健康診査や
各種がん検診後には、結果説明
会を開催する他、電話や窓口で
随時健康相談を行います。

a

◆市民の方が自ら健康に関心を持ち、生
活習慣病の予防や改善に繋げられるよ
う、基本健康診査や特定健康診査、各種
がん検診を実施しました。
<主な健診・検診受診者数＞
　特定健康診査　3,062人
　基本健康診査　1,429人
　胸部レントゲン　4,539人
　大腸がん検診　3,261人
　胃がん検診（バリウム検査）1,205人

○健康管理への自覚を高め
られるよう、生活習慣病予
防・改善のための基本健康
診査・特定健康診査や各種
がん検診(乳がん・大腸がん
等)を実施します。
○健康に関する正しい知識
を普及させるため、特定健
康診査や各種がん検診後に
は、結果説明会を開催する
他、電話や窓口で随時健康
相談を行います。

76
夜間・休日応急医療の開
設

保健センター

○夜間応急診療所の開設
　土日祝祭日(元旦を除く）の午
後7時から翌日午前7時まで、市
保健センターにおいて内科の診
療を行います。

○休日在宅当番医事業の実施
　日祝祭日(元旦を除く）に、市
内医療機関が当番で診療しま
す。

a

夜間の緊急時や、休日における市民の応
急診療を行うため、土日祝祭日（1月1
日を除く）の夜間及び日祝祭日（12月
29日、1月1日を除く）に委託医師や市
内医療機関が当番で診療します。

◆夜間応急診療所
・診療日数　120日
・受診者数　167人
（内科：142人 　小児科：25人）
　
◆休日当番医
・診療日数　71日
・受診者数　1,617人
（内科888人、外科107人、小児科
454人、他168人）

○夜間応急診療所の開設
　土日祝祭日(元旦を除く）
の午後7時から翌日午前7時
まで、市保健センターにお
いて内科の診療を行いま
す。
○休日在宅当番医事業の実
施
　日祝祭日(元旦を除く）
に、市内医療機関が当番で
診療します。

77 食生活改善運動の推進 保健センター

食生活改善推進員を中心に食生
活の重要性を認識し、生活習慣
病予防のための正しい栄養・食
生活の普及及び地域の健康づく
り・食育の普及に積極的に参加
し、地域の食生活改善運動を推
進します。

a

◆高校生の食育講座、高齢者健康づくり
料理教室、住民健診時の伝達活動など食
生活改善指導を実施しました。

◆県の委託事業として茨城食文化伝承事
業、おやこの食育教室、高校生の食育講
座、減塩スキルアップ事業での家庭訪問
を実施しました。

◆保健センター事業への協力、研修会を
実施しました。
・活動合計　　　　　57回
・参加推進員数　　  446人
・被指導者　　　　4,676人

食生活改善推進員を中心に
食生活のの重要性を認識
し、生活習慣病予防のため
の正しい栄養・食生活の普
及及び地域の健康づくり・
食育の普及に積極的に参加
し、地域の食生活改善運動
を推進します。

a

【保健センター】
◆生涯学習課と共同で、エアロビクス・
骨盤体操、キックボクササイズ、ボディ
メンテナンス等、8回×3コース　24回
実施
　参加者延49８人

各自が運動の重要性や具体
的な運動方法を知り、自分
に合った運動を継続し、健
康維持・増進、体力の向上
が図れるよう支援すること
を目的に実施します。

a

【生涯学習課】
◆保健センターと連携し、運動教室や
ウォーキングを開催しました。

　教室開催数は、5コース　計43回

　
保健センターと連携し、運
動教室を開催します。

運動教室の実施
保健センター

生涯学習課

【保健センター・生涯学習課】
各自が運動の重要性や具体的な
運動方法を知り、自分に合った
運動を継続し、健康維持・増
進、体力の向上が図れるよう支
援することを目的に実施しま
す。

②生涯を通じた男女の健康づくりへの支援
健康づくりのための環境の整備

78
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№ 担当課 H30年度事業内容
評価及び取組の実績

令和元年度の事業予定

79 介護予防教室の開催 介護保険課

○一般介護予防事業（　高齢者
の健康づくり、生きがいづくり
や介護予防等を目的に各種健康
運動教室）や生活支援サービス
事業（虚弱高齢者が自立した生
活を送れるよう、介護予防とし
て運動機能向上や栄養改善、口
腔機能向上、閉じこもり防止を
目的として教室）を開催しま
す。

○虚弱高齢者が自立した生活を
送れるよう介護予防として運動
機能向上や栄養改善、口腔機能
向上、閉じこもり防止を目的と
して教室を開催します。
3ケ月を1クール（15名）とし3
班実施します。

a

◆一般介護予防教室の開催
・転倒骨折予防教室
　（にこにこ体操教室）
　9教室、89回開催
　延1,197人参加
・シルバーリハビリ体操教室
　33教室、539回開催
　延5,171人参加
・認知症予防音楽ケア教室
　8ヶ所　34回開催
　延573人参加

◆生活支援サービス事業対象者に対し、
運動機能向上、栄養改善、口腔機能向
上、閉じこもり防止のための教室「げん
き運動教室」を開催しました。
・1クール12回（3か月間）全3クール
実施
・参加者　実人員19人　延278人
・事業費（委託料）：1,112,000円

高齢者の健康づくり、生き
がいづくりや介護予防等を
目的に各種健康運動教室を
開催します。
・転倒骨折予防教室（にこ
にこ体操教室）
・シルバーリハビリ体操教
室
・認知症予防音楽ケア教室

80 介護教室の開催 介護保険課
高齢社会に向けて、介護の基本
的な知識や技術を習得する教室
等を開催します。

a

◆家族介護支援教室
介護の知識や技術を習得するための教室
を開催しました。
・4か所　参加者92人
・事業費（委託料）：250,000円

　
・介護の知識や技術の習得
のための介護家族支援教室
を実施します。

81
妊婦・乳児健康診査の実
施

保健センター

妊婦及び乳児の保健管理の向上
を図ることを目的に、妊婦一般
健康診査及び乳児一般健康診査
を医療機関に委託して行いま
す。

a

◆妊娠期は14回、乳児期は2回一般健康
診査を医療機関に委託して実施しまし
た。
・妊婦健診
　・受診券交付数4,096枚
　・受診人員3,351人
　　　（受診率81.8％）
・乳児健診
　・第1回目受診券交付数271枚
　・受診人員232人
　　　（受診率85.6％）
　・第2回目受診券交付数289枚
　・受診人員276人
　　　（受診率95.5％）

　昨年度まで受診率の低かった第2回目
について案内通知を送付するように改善
したところ受診率が大幅に上がりまし
た。

妊婦及び乳児の保健管理の
向上を図ることを目的に、
妊婦一般健康診査及び乳児
一般健康診査を医療機関に
委託して行います。この健
診は、母親自身が自分で予
約を入れ、医療機関で実施
するものなので忘れがちで
あるため、勧奨はがきを送
付することで大幅に受診率
が上がったため、今年度も
タイムリーな時期に案内し
ます。

82
子宮がん・乳がん検診の
実施

保健センター

子宮がん（20歳以上女性対象）
及び乳がん（30歳以上の女性対
象）の早期発見・早期治療を目
的に検診を実施します。

a

◆早期発見・早期治療のため、医療機関
健診と集団検診のどちらかを選択して受
診できるように実施しました。
・子宮がん検診
　集団検診（10日間）　666人
　医療機関健診　　　 989人
・乳がん検診
　集団検診（8日間）　842人
　医療機関健診　　　 925人

子宮がん（20歳以上女性対
象）及び乳がん（30歳以上
の女性対象）の早期発見・
早期治療を目的に検診を実
施します。

83 マタニティクス開催 保健センター

妊婦及びその家族を対象に、安
心して妊娠期を送り児の養育が
できるよう、妊娠、出産および
育児等の指導、助言をするとと
もに本事業をとおして母親同士
の仲間づくりの支援を目的とし
て開催します。

a

◆妊娠前期は、妊娠中の栄養や歯の衛
生、生活についてなどの講話や妊婦さん
同士の仲間づくりのために年3月回実
施。妊娠後期は、出産について学び、赤
ちゃんのお風呂入れ実習や赤ちゃんのケ
アについて、そして先輩ママとの交流な
どを目的に年4回実施しました。

　参加人数：46人
　（妊婦38人、夫7人、祖母1人）

妊婦及びその家族を対象
に、安心して妊娠期を送り
児の養育ができるよう、妊
娠、出産および育児等の指
導、助言をするとともに本
事業をとおして母親同士の
仲間づくりの支援を目的と
して開催します。

妊娠・出産に関する健康支援

高齢者の健康づくりへの支援
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84
保護者対象の学習講座・
相談事業（子育て講座）
の実施

保健センター

妊娠期の過ごし方や母乳栄養に
ついて、また子どもの健康、育
児、しつけ、親としての心がま
え、乳幼児期に多い病気やその
対応等についての学習講座を開
催し、知識の普及を図ります。

a

◆マタニティクラスのほか、子育て期の
支援のために各種教室を開催していま
す。今年度は、家庭教育の心得やしつけ
について、ベビーマッサージや乳歯のケ
アや虫歯予防について、子どもの褒め方
叱り方等、親子一緒に楽しく学びまし
た。
・講演会回数：5回
・参加人数：児83人、親102人

妊娠期、子育て期の不安解
消や知識の習得、保護者の
交流の場として、さまざま
な講座を参加しやすいよう
に計画しています。お子さ
んの年齢にあったものや保
護者の関心が高い内容、子
どもの事故予防や救急時の
対応など実施していきま
す。

85
妊娠・出産・子育て支援
への情報発信（ママサポ
メール）

保健センター

○妊娠期から子育て期までの切
れ目ない支援の一つとして、タ
イムリーに正しい知識を普及啓
発し、安心安全な妊娠期・出産
育児を支援します。

○母親の孤立を防ぎ、妊娠期・
育児期に父親と情報を共有し、
新しい命の誕生を喜び、楽しく
子育てができるよう支援しま
す。

○妊娠期は毎日、育児期は3歳ま
で月齢に応じ毎日～月2回の頻度
でメール配信します。

b

妊娠届出の際や乳幼児健診、教室等で、
ママサポしもつまをPRし、妊娠期から3
歳まで月齢に応じた頻度でメールを配信
し、正しく楽しく読める情報を発信して
います。できるだけ多くの妊産婦に利用
していただけるよう、事業周知も工夫し
て行い、お誕生カードの送付も行いまし
た。

◆妊娠期（ママサポしもつまマタニ
ティ）
　登録率　22.3%

◆産後（ママサポしもつま育児編）
　登録率　24.8%

ママサポしもつまメールを
検討した結果として、今年
度よりアプリに変更し、電
子母子手帳に変更しまし
た。

Ｒ１
新規

ママサポしもつまアプリ
（電子母子手帳）

保健センター

ママサポしもつまメールか
らアプリに変更しました。
妊娠中の健康記録や子ども
の予防接種スケジュール・
成長記録を自分のスマート
フォン等で一括管理できる
ほか、地域のイベントや子
育て情報、災害情報などの
お知らせ配信など様々な機
能を有しているため、母子
健康手帳と併せて使用する
ことで、子どもの成長への
関心高め、楽しみながら育
児ができます。

86
乳幼児健診・相談・訪問事
業の実施

保健センター

乳幼児健診未受診者には家庭訪
問等を実施するなど未受診者対
策をさらに強化し、すべてのお
子さんが適切な時期に健診が受
けられ、また保護者の育児不安
に相談等を行えるようにしま
す。

a

◆乳幼児の成長発達の確認と保護者の育
児不安の解消や保健指導のため乳幼児健
診を実施し、未受診者へは電話や家庭訪
問にて状況を把握し受診勧奨するなど未
受診者対策を強化しています。そのため
今年度は受診率もアップしております。
未受診者家庭や継続的な支援が必要な家
庭に対しては、定期的に家庭訪問等を実
施しています。
・乳幼児健診受診率：5か月児99％
　　　　　　　　　1歳6か月児95%
　　　　　　　　　2歳児101.6％
　　　　　　　　　3歳児99.4％
・幼児健診未受診者訪問：実人数31人
　　　　　　　　　　　　延人数47人
・養育支援訪問事業：実人数24人
　　　　　　　　　　延人数67人

乳幼児健診未受診者には家
庭訪問等を実施し、未受診
者対策をさらに強化しま
す。未受診者家庭は、ハイ
リスクでもあるため、関係
機関と連携し、必ずすべて
のお子さんが適切な時期に
健診が受けられ、また保護
者の育児不安や相談等を行
えるようにします。

87
各種団体からの依頼の健康
教育・相談事業の実施

保健センター

幼稚園、保育園、各種団体、関
係機関等からの依頼で健康やし
つけ・栄養等について出向いて
講話・相談等を実施し、知識の
普及を図ります。

a

◆幼稚園からのむし歯予防教室
　2園61人

◆感染症予防教室
　1園16人

◆小中学校の学校保健委員会
　5校

◆小児生活習慣病予防講話
　小学校4校119人

◆健康講座
　中学校1校81人

◆性教育
　小学校3校103人　中学校2校188人

幼稚園、保育園、各種団
体、関係機関等からの依頼
を受け、健康のこと・栄養
について、子ども自身で考
える力や行動変容の力が身
につくよう、講話等の内容
も研鑽しながら実施してい
きます。

母子の健康に関する支援
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88
就学時の健康教育事業の実
施

保健センター

市内の各小学校の就学時健康診
査を受ける児童の保護者に対
し、むし歯予防および歯の健康
づくり、栄養・生活リズムに対
する意識向上を図るとともに、
正しい知識の普及を目的として
実施します。

a

◆市内の小学校9校の就学時健康診査の
際に、保護者に対して健康に対する知識
普及のための講話を実施しました。就学
に向け、規則正しい生活習慣の大切さ、
6歳臼歯や虫歯予防、予防接種がきちん
と接種できているかの確認等をお話しし
ます。

　実施回数：9校　9回　350人

市内の各小学校の就学時健
康診査を受ける児童の保護
者に対し、むし歯予防およ
び歯の健康づくり、栄養・
生活リズムに対する意識向
上を図るとともに、正しい
知識の普及を目的として実
施します。

89
乳幼児の健康についての講
演会の開催

保健センター

乳幼児の健康や疾病や子どもの
健康管理等について小児科医等
の講演を行い、知識の普及を図
ります。

a

◆小児科医と連携し、乳幼児の発育発達
や親の関わりの大切さなどを学ぶ講話の
実施と、歯科衛生士による乳歯のケアや
歯の健康についての講話を実施しまし
た。
・小児科医等の講演１回
　参加人数：児23人　保護者42人
　医療、保育関係者5人
・歯科衛生士による講話1回
　参加人数：児20人　親22人

乳幼児の健康や疾病や子ど
もの健康管理等について小
児科医等の講演を行い、知
識の普及を図ります。

90
母子保健推進員の活動の
実施

保健センター

母子保健の向上を図るため、赤
ちゃん訪問や乳幼児健診時の協
力、遊びの交流会等の開催を通
し、地域の母子の身近な相談役
としてサポートするとともに、
予防接種や乳幼児健診などの母
子保健事業の周知や啓発活動を
行います。

a

◆母子保健の向上のため、乳幼児健診や
保育サポートなど多くの活動を実施して
います。
＜母子保健推進員数＞　79人
活動内容・乳児家庭訪問件数　92件
・乳幼児健診サポート　62人
・あそびの交流会企画運営　38人
・特定健康診査受診者の育児サポート
　　　　　　　　　　　　　2回　16人

母子保健の向上を図るた
め、乳幼児健診時の協力、
遊びの交流会等の開催を通
し、地域の母子の身近な相
談役としてサポートすると
ともに、予防接種や乳幼児
健診などの母子保健事業の
周知や啓発活動を行いま
す。今年度から毎月実施の
あそびの教室に母子保健推
進員が1回につき2~3名加
わり、手作りおもちゃや昔
ながらの遊び、子どもを褒
めたり声掛けをしたり、育
児のサポートに入ります。

91 パクパク離乳食教室の開催 保健センター

離乳食については、食事の内
容、与え方、調理方法、アレル
ギーなど、相談も多岐にわたり
保護者の不安も多いことから、
離乳開始前の児と離乳食後期の9
～10か月児を対象に、離乳食教
室を実施します。

a

管理栄養士が作った離乳食を保護者等に
試食をしていただき、なめらかさや味を
確認していただいたり、離乳食の作り方
や与え方、月齢にあわせた注意点などの
講話を実施しました。

◆離乳食前期（パクパク離乳食教室)
・6回実施
・実人員：児76人、親92人

◆離乳食後期（カミカミ離乳食教室)
・6回実施
・実人員：児108人、親121人

離乳食については、食事の
内容、与え方、調理方法、
アレルギーなど、相談も多
岐にわたり保護者の不安も
多いことから、離乳開始前
の時期（3～4か月）と離乳
食後期の時期（9～10か月
児）を対象に、離乳食教室
を実施します。

92
こんにちは赤ちゃん事業の
実施

保健センター

生後2か月までの乳児がいるすべ
ての家庭を訪問し、様々な不安
や悩みを聞き、子育て支援に関
する情報提供等を行うととも
に、母子の心身の状況や養育環
境等の把握及び助言を行い、支
援が必要な家庭に対し適切な
サービス提供につなげます。

a

生後2か月までを目安に家庭訪問をし、
母子の心身の状況や発育発達、養育環境
等を確認し、母親の相談や育児不安に対
する支援などを行います。
　
◆こんにちは赤ちゃん事業
・対象実人員　268人
・家庭訪問実人員　268人（家庭訪問実
施率100%）

生後2か月までの乳児がい
るすべての家庭を訪問し、
様々な不安や悩みを聞き、
子育て支援に関する情報提
供等を行うとともに、母子
の心身の状況や養育環境等
の把握及び助言を行い、支
援が必要な家庭に対し適切
なサービス提供につなげま
す。また、今年度より、第
2子以降もすべての赤ちゃ
ん訪問を保健師が対応し、
専門的立場から児の発育発
達や母の育児支援を実施し
ます。

93 母親クラブの活動支援 子育て支援課

子どもの健全育成のために、自
宅にて育児している母親たちが
自主的に交流及び地域活動する
ことを支援します。

a

◆市内1クラブ（母親クラブ）の活動に
対し、事業費の一部を補助しました。

　地域組織活動育成事業費補助金
　　　　　　　　　　126,000円

子どもの健全育成のため
に、自宅にて育児している
母親たちが自主的に交流及
び地域活動することを支援
します。

18
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Ｈ29
～

5歳児発達相談・5歳児
キッズの実施

保健センター

子どもの発達や対人関係、社会
性などを確認し、支援が必要な
子に対し、就学まで適切な支援
と保護者の相談が受けられるよ
う、発達相談および事後教室を
実施します。

a

◆5歳児発達相談
・市内すべての保育園、幼稚園、認定こ
ども園を訪問する訪問型で16か所、ま
た市外通園者および未登園の児にために
保健センター来所型で3回実施
・対象者：374人
・受診者351人（93.5％）
・スタッフ：臨床心理士，保健師，歯科
衛生士，園の先生方

◆5歳児キッズ
・5歳児発達相談にて要相談とした児に
対し、小集団の教室でさまざまな遊びや
体の使い方、ルール遊び等を学びます。
《対象者》
・年長72人　参加者16人（延66人）
・年中108人　参加者39人（延106
人）

小集団での学びや遊びを通
し、楽しみながら、興味の
幅を広げたり、社会性を育
み、体幹や体力をつけてい
きます。また、療育指導
員、保育士、キッズインス
トラクター、教育委員会の
先生などさまざまな先生が
専門的な相談や指導がで
き、保護者の不安解消につ
なげていきます。

Ｈ30
～

産婦健診・ 産後ケア 保健センター

出産後間もない産後2週間と1か
月の産婦に対し、母体の身体的
機能回復や精神状態を把握する
とともに、産後うつ及び新生
児、乳児への虐待を予防するこ
とを目的に、また産婦の体調や
育児に対し、特に支援を必要と
する産後4か月までの産婦に対
し、育児支援、不安軽減のため
産後ケアを実施します。

a

◆産婦健診
・受診実人数199人（延人数385人）
◆産後ケア
・利用実績なし
※産婦健康診査を実施したことで、医療
機関からの情報提供が増え、支援の必要
な産婦を早期に発見、また、医療機関と
の連携により、手厚い支援ができるよう
になりました。産後ケアについては、不
安を抱える方に、保健師が訪問・電話対
応で対応したため、不安を解消させるこ
とができ、産後ケアを利用するまでには
至りませんでした。

医療機関からの情報提供を
もとに、支援の必要な産婦
を早期に把握し、また、医
療機関との連携して手厚い
支援を行います。今後はさ
らに周知を工夫し、必要な
方は利用できるようにして
いきます。

94
男女共同参画の視点に
立った防災計画の策定

消防交通課

関東東北豪雨災害を踏まえた地
域防災計画改定の際、男女共同
参画の視点に立った改定案の検
討を行います。

a

◆下妻市防災会議に、下妻市男女共同参
画推進副委員長をはじめ6人の女性に委
員を委嘱し、地域防災における検討を行
いました。

今後も、女性委員等に参加
していただき、広く意見を
聞いていきます。

95
自主防災組織における女
性視点での活動の充実

消防交通課

自主防災組織の結成時や活動に
際し、女性の視点に立った活動
や組織運営に取り組むよう、助
言などを行なっていきます。

b

◆自主防災組織が1組織結成されまし
た。そのほか、出前講座などを5回実施
しました。出前講座への女性参加者が少
ないことが課題です。

今後も助言等を継続すると
共に、女性が参加しやすい
講座などを検討していきま
す。

96
消防団への女性の加入推
進

消防交通課

下妻市消防団への女性の加入を
推進し、本部付け団員として、
住民に対する防火教育などの広
報誌等を実施し、女性の持つソ
フトな面を活かします。

a
◆加入促進の広報活動に努め、8人が加
入しております。

今後も広報誌等を活用し、
勧誘に努めていきます。

97
婦人防火クラブの活動の
充実

消防交通課

火災防止のため、市主催の消防
出初式、防災訓練、火災予防広
報パレード等への参加協力を
し、予防・消防活動の普及高揚
を図ります。

a
◆69人のクラブ員が、市主催の消防出
初式、防災訓練等へ参加協力し、予防・
消防活動の普及高揚を図りました。

今後も、市主催の消防出初
式、防災訓練、火災予防広
報パレード等へ参加協力
し、防火に関する活動を
行っていきます。

98 交通安全教育の実施 消防交通課

「交通安全母の会下妻支部」、
「交通安全協会下妻支部」を中
心に、交通安全に関する事業を
実施します。
 
【事業内容】
・保育園、幼稚園、小・中学校
における交通安全教育への協力
推進
・交通安全よいこの表彰、ポス
ターコンクール等の表彰
・地域、職域における交通安全
座談会、講演会並びに講習会の
開催等

a

◆警察署、交通関係団体の協力を得て、
交通安全教室を実施しました。
◆交通安全母の会下妻支部が中心とな
り、交通安全ポスターコンクールを実施
し市内小学校から640点の応募がありま
した。関係団体の協力を得て、表彰、展
示を行い交通安全の意識の高揚を図りま
した。
◆交通安全協会下妻支部において、全国
交通安全運動期間中に通学路等で立哨指
導を実施しました。

「交通安全母の会下妻支
部」、「交通安全協会下妻
支部」を中心に、交通安全
に関する事業を実施しま
す。
 

99
防犯活動（防犯ボラン
ティア活動）の推進

消防交通課

市民が、安全で安心な地域づく
りに寄与することを目的とし
て、自己の健康増進のために行
うウォーキングなどとあわせて
パトロールを行います。

a

◆加入者に対して講習会等を通じ、防犯
意識の高揚を図りました。
　登録者　627人
　　　（平成31年3月末現在）

パンフレットやホームペー
ジ等を利用し、制度の周知
を行い、新規加入者数を確
保していきます。
また、市民が、安全で安心
な地域づくりに寄与するこ
とを目的として、自己の健
康増進のために行うウォー
キングあわせてパトロール
を行います。

③男女共同参画の視点に立った防災等の体制の確立
男女共同参画の視点に立った防災体制の整備

子どもの安全を守る施策の推進
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施策の方向性
事業名 評価 具体的施策、実績件数・費用等

平成３０年度「第3次下妻市男女共同参画推進プラン」の進捗状況

№ 担当課 H30年度事業内容
評価及び取組の実績

令和元年度の事業予定

100
子どもを守る110番の家
事業の実施

指導課

誘拐やわいせつ行為等の事件、
事故から子どもを守るため、警
察や小・中学校・PTA等と連携
しながら、通学路に面した、一
般家庭や商店、コンビニエンス
ストア等を緊急避難場所とし
て、子どもを守る110番の家事
業を展開します。

a

◆保護者や教職員が「子どもを守る110
番の家」を訪問するなどして、緊急避難
場所としての依頼や情報交換を行いまし
た。
　
◆平成30年度「子どもを守る110番の
家」件数は896件でした。

誘拐やわいせつ行為等の事
件、事故から子どもを守る
ため、警察や小・中学校・
PTA等と連携しながら、通
学路に面した、一般家庭や
商店、コンビニエンススト
ア等を緊急避難場所とし
て、子どもを守る110番の
家事業を展開します。
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